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☆近時の均等に係る裁判例（上） …………… ⑴

第１　はじめに
　最高裁判所が初めて均等論の採用を明言した、
ボールスプライン事件の最高裁判決（平成10年２月
24日判決）から、約20年が経過した。ボールスプラ
イン事件の最高裁判決が出された後、最高裁判所は
プロパテントに振れるのではないかと騒がれたよう
であるが、その後の研究によれば、大幅に均等論が
適用されるようになったとはいえない。

　すなわち、ボールスプライン事件最高裁平成10年
２月24日判決以後、平成14年７月31日までの下級審
判例のうち、「均等論」に言及した判決を取り上げた
ところ、均等侵害の主張を認めたものが10件（複数
の判決及び異なる相違点を重複して数えているので、
実質は６件）、認めなかったものが110件とのことで
あった１。また、平成18年９月〜平成26年３月につ
き、均等侵害の主張を認めたものが、77件中10件（約
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